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Ⅱ 計画の基本的考え方 

 

１ 基本目標 

 

●この計画は、障がいの有無に関わらず、それぞれの力を生かし、共に助け合いながら、いき

いきと暮らすことができる「共に生きるいわて」の実現を目指すものです。 

 

２ 計画の対象となる障がい者 

 

●この計画は、障害者自立支援法第４条第１項及び第２項に掲げる障害者及び障害児（発達障

害者支援法第２条第２項に掲げる発達障害者及び発達障害児を含む）、高次脳機能障がい、難病、

ひきこもり等のために生活上の制限があり、支援が必要な方について幅広く対象とします。 

 

３ 施策の基本的方向 

 

 （１）障がい者の権利を守り、谷間のない適切な支援を提供します。 

・ 障がい者が自らが選択する地域で自立した生活を営むため、障がいを理由とした不

利益な取扱いや虐待を受けることがないよう支援します。 

・ 全ての障がい者に対し、それぞれのニーズに応じた適切な支援を提供します。 

 

 （２）健康な心と体を育み、ライフステージに応じた切れ目のない支援を提供します。 

・ 医療・福祉・教育等の関係機関の連携により、ライフステージのあらゆる場面に応

じ、一貫性・継続性のある適切な支援を提供します。 

 

 （３）障がい者の自己選択・自己決定に基づく、自立と社会参加を促進します。 

・ 障がい者が地域において豊かで自立したくらしを実現できるよう、障がい者に対す

る県民理解を促進し、障がい者の多様な就労や社会参加の機会を確保します。 

 

 

 （４）障がい者が必要な支援を受けながら、安心して暮らしていける地域をつくります。 

・ 障がい者が自らが選択する地域で安心して暮らしていけるよう、障がい者の地域移

行を推進するとともに、公的な障がい福祉サービスはもとよりインフォーマルサービ

ス※１も含めた社会資源を整備するなど、暮らしやすい地域社会の実現を図ります。 

 

 ※１【インフォーマルサービス】 

公的機関などにより制度に基づいて行われる公的なサービス（フォーマルサービス）に対し、近隣住民、ボラン

ティアなどによって行われる非公的な援助などをいいます。 



 

 

４ 施策推進の体系 

 

① 障がい者に対する不利益な取扱いの解消
② 障がい者への虐待防止
③ 福祉サービスの利用援助
④ 福祉サービスの情報提供とサービス評価
⑤ 福祉サービスの苦情解決

① ケアマネジメント体制の拡充
② 市町村における相談支援体制の充実
③ 専門性の高い相談支援体制の充実
④ 地域自立支援協議会の充実
⑤ 岩手県障がい者自立支援協議会の充実

① 発達障がい（児）者への対応
② 高次脳機能障がい者への対応
③ 難病患者への対応
④ ひきこもりの状態にある当事者への対応

① 保健・医療・福祉人材の育成

① 母子保健の充実
② こころと体の健康づくりの推進

① 療育支援ネットワークの構築
② 岩手県立療育センターの整備
③ 地域における早期療育の場の拡充

① 特別支援教育の充実
② 教育環境の整備

① 精神障がい者への適切な医療の提供
② 難病患者への適切な医療の提供
③ 障がい者に配慮した医療の提供

① 地域リハビリテーション体制の充実

① 施設や地域における支援の充実

① 一般企業への就労機会の拡大と定着に向けた支援

② 障がい者が働きやすい職場づくりの推進
③ 障がい者就労支援事業所から一般企業への就労移行の推進

④ 福祉的就労の場の拡充
⑤ 障がい者工賃の水準向上

① 活動・交流の場や機会の確保

① 啓発と交流による心のバリアフリーの推進

① 福祉・情報機器の利用促進
② 視聴覚障がい（児）者への情報提供の充実
③ 知的障がい（児）者への情報提供の充実
④ 全身性障がい（児）者への情報提供の充実

① 日中活動の場の整備
② 住まいの場の整備
③ 訪問系サービスの充実
④ 在宅保健福祉サービスの充実
⑤ 施設入所サービスの充実

① 入所施設や精神科病院からの地域移行・地域生活支援の推進

① ボランティア・ＮＰＯ活動の推進
② 住民参加による生活支援の仕組みづくり
③ 障がい者を支えるセーフティーネットの構築

① 暮らしやすい住まいづくりの推進
② 活動しやすいまちづくりの促進
③ 移動の支援と旅行しやすい環境の整備

① 災害時の支援体制の充実
② 関係機関との連携強化
③ 情報伝達体制の強化
④ 消費者被害の救済と犯罪被害の防止
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